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固定資産税土地評価入力支援業務提案募集要領 

 

１ 業務の名称 
  固定資産税土地評価入力支援業務 

 

２ 業務の目的 

  固定資産（土地）評価業務における宅地等の評価入力を支援するとともに、より効率的な事業枠組

みを提案することにより、土地評価業務の更なる効率化及び適正な評価の実現を図る。 

 

３ 委託業務の内容 

別紙１「固定資産税土地評価入力支援業務に係る仕様書」のとおり、別紙２「個人情報取扱事務の

委託契約に係る共通仕様書」、別紙３「電子計算機による事務処理等（入力等）の委託契約に係る共通

仕様書」のとおり。 
 

４ 履行期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日まで。 

 

５ 契約金額の上限 

金３６，０８０，０００円（消費税及び地方消費税相当額を含む。） 

 

６ 参加資格要件 

本業務については、プロポーザル方式により実施事業者を選定することとし、本業務に応募する資 

格を有する者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。 

⑴  京都市契約事務規則第４条第２項に規定する一般競争入札有資格者名簿に登載されている者若

しくは同規則第２２条第２項に規定する指名競争入札有資格者名簿に登載されている者（以下「本

市の競争入札有資格者」という。）であること。 

⑵ 参加表明時において、京都市競争入札等取扱要綱第２９条第１項の規定に基づく競争入札参加停

止を受けていないこと。 

⑶ 団体若しくはその代表者が契約を締結する能力を有しない者又は破産者で復権を得ない者でな

いこと。 

⑷ 代表者、役員又はその使用人が刑法第９６条の６又は第１９８条に違反する容疑があったとして

逮捕若しくは送検され、又は逮捕を経ないで公訴を提起された日から２年を経過しない者でないこ

と。 

⑸ 団体又はその代表者が指定暴力団の構成員でないことのほか、受託者としてふさわしくない者で

ないこと。 

⑹ 一般財団法人日本情報経済社会推進協会（JIPDEC）又は同協会が認定したプライバシーマーク

付与認定指定機関が認定するプライバシーマーク使用許諾認証を取得している者、又は

ISO/IEC27001 の認証を取得している者 
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⑺ 過去５年間において、中核市、政令指定都市又は東京都特別区の固定資産税の土地評価業務に係

る画地計測業務又は地番図修正業務を元請として履行完了した実績が一回以上あること。 

 なお、⑹の認証が更新中の場合は、更新中であることが確認できる書類が提出されれば、⑹の要

件は満たしていることとする。 

 

７ 参加表明書の提出 

⑴  参加表明書 

本プロポーザルに参加される場合は、別紙４「参加表明書」及び(2)添付書類を募集期間内に持参

又は郵送（期間内に必着）により提出すること。電子メールやＦＡＸでの提出は認めない。 

⑵  添付書類 

・プライバシーマークの写し又は ISO/IEC27001 の認証の写し 

・画地計測事業委又は地番図修正業務の履行を完了した実績が確認できる契約書の写し 

⑶  提出先 

京都市行財政局税務部資産税課（担当：髙本、藤林） 

〒６０４－８５７１ 

京都市中京区寺町通御池上る上本能寺前町４８８番地 

京都市役所 西庁舎３階 

⑷  提出期限 

令和８年２月２５日（水）午後５時必着。 

持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除くほ

か、京都市の休日を定める条例第１条第１項に規定する本市の休日（以下「休日」といいます。）を

除く。 

 

８ 募集に関する質問及び回答 

⑴ 質問方法 

 本業務に係る質問がある場合、「質問書」（任意の様式で可。）を作成し、以下のメールアドレス宛

てに送信すること。 

【送信先】 

京都市行財政局税務部資産税課メールアドレス：shisanzei@city.kyoto.lg.jp 

⑵ 質問の受付期間及び時間 

   受付期間：令和８年２月２５日（水）午後５時まで 

⑶ 回答方法 

令和８年２月２７日（金）までに、質問及び回答を本市ホームページで公表する。 

⑷ その他 

ア 公平で厳正な選定を行うため、質問書による質問以外（電話、対面等）は一切受け付けない。 

イ 参加表明書を提出されていない事業者からの質問、期間経過後の質問、その他審査等に関する

問合せは一切受け付けない。 

 

mailto:shisanzei@city.kyoto.lg.jp
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９ 企画提案書等の提出 

⑴ 企画の提案 

 企画の提案は、別紙５「固定資産税土地評価入力支援業務に関する企画提案書作成要領」のとお

り、提案すること。 

⑵ 提出資料 

ア 企画提案書 

(ア) 提出部数は、社名入り１部、社名なし８部とする。 

(イ) 「社名なし」分について、審査は社名を非開示にして行うため、社名やこれを推認できる箇

所は非表示にしたものを８部提出すること。 

（ウ） 原則としてＡ４縦に横書きで両面印刷とし、５枚（表紙や目次を除き、１０ページ）程度を 

目標とし、可能な限り要点をまとめて簡潔に作成すること。 

イ 見積書 

(ア) 提出部数は、社名入り１部、社名なし８部とする。 

(イ) 「社名入り」分については、代表者（受任者を置く場合は受任者）の押印がある見積書を提

出すること。 

(ウ) 「社名なし」分については、社名や所在地、代表者（受任者を置く場合は受任者）の記載が 

ないものを８部提出すること。 

⑶ 提出方法 

企画提案書を提出期限までに持参又は郵送（提出期限まで必着）により提出すること。電子メー

ルやＦＡＸでの提出は認めない。 

⑷ 提出先 

 7(3)に同じ。 

⑸ 提出期限 

令和８年３月３日（火）午後５時必着。 

持参の場合の受付時間は、午前９時から午後５時まで。ただし、正午から午後１時までを除くほ

か、上記の休日を除く。 

 

10 選定に係るヒアリング 

⑴  趣旨 

受託候補者の選定に係る審査に当たり、提案内容の確認等を目的に質疑応答を行う。 

⑵ 実施日 

令和８年３月上中旬 

⑶ 場所及び開始時間 

参加表明書を提出された事業者に対し、別途連絡する。 

⑷ 内容 

説明（プレゼンテーション）時間は３０分程度とし、質疑応答時間は３０分程度とする。 

なお、応募多数の場合は、ヒアリング実施日を別途設ける場合があることとする。 
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11 提案の審査等 

⑴ 審査方法 

提出された企画提案書及びヒアリング内容をもとに、本市が設置する選定委員会において評価項 

目に基づいて審査を行い、各委員が採点した点数の合計点数を委員の数で除し、最高得点を獲得し 

た者を受託候補者として選定する。 

なお、最低制限の評価点は１２０点とし、最低制限評価点を上回った者とのみ契約を締結するも 

のとする。 

得点が同一であった場合は、評価基準表における評価項目「実施方法」の点数が高い応募者を受 

託候補者とし、「実施方法」の点数が同点の場合は、最も低い見積価格を提示した候補者を、受託候 

補者として選定する。応募者が１者の場合においても、本プロポーザルは成立することとし、選定 

を行う。 

また、公平を期すため、提案者名は伏せて審査する。 

なお、見積金額が前述の委託金額の上限額を超えていた場合は失格とする。 

⑵ 評価項目等 

   評価基準表（別紙７）のとおり。 

 

12 選定結果の通知 

令和８年３月１８日（水）までに、受託候補者の決定を行う。 

審査後、速やかに全ての提案者に対し、選定結果を文書で通知する。 

また、本市のホームページ（京都市情報館）にも選定結果を掲載する。 

（通知内容は以下のとおり。） 

○ 受託候補者名及びその他の提案者名 

○ 受託候補者及びその他の提案者の合計点数を委員の数で除した点数 

 

13 契約の締結 
⑴ プロポーザルの実施後、本プロポーザルで提示する仕様書及び受注候補者の提案内容を踏まえ、

契約内容について協議を行い、合意に達した場合に契約を締結する。受注候補者が契約内容に合意

できない場合は、審査の結果、受注候補者の次に順位の高かった者と協議を行い、合意に達したと

きは、その者と契約を締結する。また、その者と合意に達しないときは、審査の結果の順位に従っ

て協議を行い、合意に達したときは、契約を締結する。 
⑵ 契約締結日は、令和８年４月１日とする。ただし、本業務に係る予算が成立しない場合は、契約

を締結しない。また、本市の都合により、本業務に係る予算を計上しない場合又は減額する場合が

あり、これらの場合においては、契約を締結しないこと又は予定数量・金額等を大幅に削減するこ

とがある。 
  なお、これらの契約不締結や減額等によって、受注候補者及びその他の提案者において損害が発

生した場合であっても、受注候補者及びその他の提案者は、本市に対し、その補償等を一切請求す

ることはできない。 
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14 その他留意事項等 

⑴ 提案は１事業者につき１つとし、複数の提案は認めない。 

⑵ 提案書等の提出物は、選定結果の如何に関わらず返却しない。 

⑶ 企画提案書に記載された内容は、実現を確約したものとみなす。 

⑷ 提出期限以降における企画提案書等の差替え及び再提出は不可とする。 

⑸  資料の作成及び提出に係る費用は、提案者の負担とする。 

⑹  仕様書等に記載のない事項又は仕様書に疑義が生じた場合は、本市と協議し、その決定に従うこ

ととする。 

 


